
執行部経営会議議事録 
日時 令和 7 年 11 月 17 日（月）16 時 30 分～17 時 00 分（30 分） 

出席者 武井企業⾧、八田副院⾧、大久保副院⾧、小野副院⾧、遠藤副院⾧工藤

事務⾧、薬袋看護部⾧、大澤薬剤部⾧、髙水間事務⾧代理、森経営企画

室⾧  幹事（総務課⾧村井） 合計 11 名 

欠席者  

Ⅰ 審議事項 

１ 医療センターへのご意見・ご要望に関する対応について 

「庶務係」検査科 １件 掲示物について 

【審議の結果】 

回答を承認した。 

2 令和７年インフルエンザ流行期面会制限について 

「感染管理室」インフルエンザ等の感染症が流行しており、病院内での感染リスクが高ま

っていることから、面会についてマスク着用と手指消毒の徹底及び小学生以下の面会をご

遠慮いただき、原則ご家族 2 名までとすることについて諮りました。 

【審議の結果】 

面会制限について承認した。患者さん及び職員に院内放送などでも周知していく。 

3 疑義照会受付時フローチャートについて 

「薬剤部」疑義照会のフローチャートについて見直しをしていくことを諮りました。 

【審議の結果】 

分かりやすいチャートになるように関係部署と今後協議をしていく。 

4 あきる野学園高等部生徒様による阿伎留医療センター職員名刺作成について 

「看護部」あきる野学園高等部生徒様へのキャリア教育支援の一環として公立阿伎留医療

センターの名刺作成を依頼することについて諮りました。 

【審議の結果】 

名刺作成の依頼を承認した。社会貢献の一環として、いろいろな支援をしていく。 

5 令和 7 年 12 月 1 日付人事異動内示表（案）について 

「人事係」令和 7 年 12 月 1 日付人事異動内示表（案）について諮りました。 

【審議の結果】 

内示表（案）について承認した。 

6 阿伎留病院企業団職員の給与に関する規程の一部改正について 

「人事係」令和 7 年東京都人事委員会勧告を尊重し、職員の給料表と期末勤勉手当及び住

居手当について改定することについて諮りました。全職員の改定率は 3.65％で一人の月額

平均は 11,711 円の改定となり、全体の影響額は年額 8 千 7 百万円の人件費増となる。令和

7 年 4 月分より遡及し、12 月の給与にて差額を支給する。また新規学卒者を対象として 4



月より 27 歳までの住居手当を 30,000 円に引き上げる。期末勤勉手当については、年間 4.85

月から 4.90 月に改訂する。 

【審議の結果】 

給与の改定を承認した。 

7 阿伎留病院企業団企業⾧の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

「人事係」令和 7 年東京都人事委員会勧告の職員給与改定に伴い、企業⾧の期末手当の改

定について諮りました。影響額は年額で 46,034 円となる。 

【審議の結果】 

給与の改定を承認した。 

 

以上 


